
 

 

          防衛医科大学校達第１号 

 自衛隊における感染症対策に関する訓令（平成１１年防衛庁訓令第２７号）第１２

条の規定に基づき、防衛医科大学校における感染症対策に関する達を次のように定め

る。 

  平成30年2月8日 

防衛医科大学校長 長 谷 和 生 

 
 

防衛医科大学校における感染症対策に関する達 

 
 （目的） 

第１条 この達は、防衛医科大学校（以下「防衛医大」という。）内における感染症

対策（防衛医科大学校病院感染対策規則（平成１７年防衛医科大学校病院規則第５

号）により行われるものを除く。）について必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 （定義） 

第２条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 (１) 訓令感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）（以下「感染症法」という。）第６条に規定する１類感

染症、２類感染症、３類感染症、４類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指

定感染症及び新感染症、感染症法第１２条第１項第２号に規定する感染症並びに

この訓令に定める感染症対策を実施する必要がある感染症として別に防衛大臣が

指定するものをいう。 

 (２) 健康管理者 防衛医科大学校長 

 (３) 健康管理者補助者 総務部厚生課長 

（４） 職員等 防衛医大に勤務する職員、医学教育部の医学科及び看護学科の学生

（以下「学生」という。）並びに医学研究科の学生 

 （医師の通報） 

第３条 防衛医大保健管理室及び防衛医大病院において勤務する医師が、訓令感染症

又は訓令感染症以外に報告すべき伝染性感染症（以下「伝染性感染症」という。）

の患者である職員等を診断したときは、直ちに別記様式第１、別記様式第２又は別

記様式第３（以下単に「別記様式」という。）により、保健管理室長に通報しなけ

ればならない。 

  なお症状が重篤である場合、感染力が高く、集団感染の危険性の高い感染症等緊

急性が高いと見込まれる場合等には、上記通報の前に電話、ＦＡＸ、メール等各種

の手段で速報（以下「速報」という。）するものとする。 

２ 前項の医師は、通報後の経過を遅滞なく別記様式により、保健管理室長に通報し



 

 

なければならない。なお速報を行う場合については、前項の例によるものとする。 

３ 保健管理室長は、前２項及び次条第２項の通報又は速報を受けたときは、順序を

経て直ちに健康管理者へ報告するものとし、併せて当該内容を健康管理者補助者へ

通報するものとする。 

（受診及び職員等の報告等） 

第４条 訓令感染症の患者である職員等又はその疑いがある職員等は、速やかに医師

の診断を受けるものとする。 

２ 前項の職員等は、診断の結果訓令感染症又は医師から伝染性感染症であるとされ

たときは、直ちにその旨を保健管理室長に通報するものとする。 

（防衛大臣への報告等） 

第５条 健康管理者補助者は、訓令感染症のうち感染症法第６条に規定する１類感染

症、２類感染症、３類感染症、４類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感

染症及び新感染症について、第３条第３項の報告が行われた場合は、直ちに順序を

経て防衛大臣に報告しなければならない。 

  なお速報を行う場合については、第３条第１項の例によるものとする。 

 （通報） 

第６条 健康管理者補助者は、発生した感染症が防衛医大内の施設にまん延するおそ

れがあると健康管理者が認める場合には、遅滞なく各課室等に通報しなければなら

ない。 

（助言）   

第７条 保健管理室長及び健康管理者補助者は、感染症のまん延を防止するため必要

な対策に関し、診断、予防接種等の医学の観点は保健管理室長が、予算措置、校内

周知等の管理の観点は健康管理者補助者がそれぞれ、防衛医大病院医療安全・感染

対策部から助言を得るものとする。 

（学生の入院措置） 

第８条 訓令感染症であると診断された学生（防衛省設置法第１６条第１項第３号の

教育訓練を受けている者を除く。）のうち、防衛医大病院、自衛隊中央病院及び自

衛隊地区病院に入院措置が必要な場合は、自衛隊の病院及び医務室の診療等に関す

る訓令（昭和４２年防衛庁訓令第３３号）第６条第１項第１号に基づき、防衛医科

大学校長が実施するものとする。 

  （臨時の健康診断等の実施） 

第９条 健康管理者は、防衛省職員の健康管理に関する訓令（昭和２９年防衛庁訓令

第３１号）第１０条第１項の規定による臨時の健康診断及び第２１条第１項の規定

による予防接種等その他防衛医大における感染症のまん延を防止するために必要な

措置を、第７条の例によりそれぞれ保健管理室長及び健康管理者補助者に指示し、

速やかに行わせるものとする。 

  （感染症に関する記録及び報告） 



 

 

第１０条 保健管理室長及び健康管理者補助者は、感染症の発生の状況及びまん延を

防止するために行った措置については、第７条の例による区分に従いそれぞれ適正

にこれを記録し保存するとともに、健康管理者補助者は別記様式第４による感染症

発生報告書を年度ごとに取りまとめ、翌年度の６月末日までに順序を経て、防衛大

臣に提出しなければならない。 

 （委任規定） 

第１１条 この達に定めるもののほか、感染症対策に関し必要な事項は別に定める。 

 

  



 

 

別記様式第１ 

 

  
 



 

 

  



 

 

別記様式第２ 

 

  

 



 

 

  



 

 

別記様式第３ 

 

  



 

 

  



 

 

別記様式第４ 

 

  



 

 

  


